
1 

 

公募要領 

 

第１ 事業名 

スマート農業技術活用産地支援事業 

 

第２ 事業の目的及び概要等 

仕様書のとおり 

 

第３ 予算限度額 

１件当たり５,０００,０００円（消費税及び地方消費税込み）以内 

 

第４ 応募要件等 

１ 応募の要件 

本事業への応募は、スマートサポートチーム（※）のうち過去にスマート農業

実証プロジェクトに参画した者を含めたスマート農業技術の活用を支援するチー

ム（以下「支援チーム」という。）とその支援を受ける産地が合同でコンソーシ

アム（以下「実施グループ」という。）を結成することを条件とする。 

（※） スマート農業推進協議会会員のうちスマート農業技術の活用を支援す

るチーム。（参照URL：https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/suishin-

kyogikai/index.html） 

 

２ 実施グループの要件項目 

本事業は直接採択方式であり、事業内容の一部又は全部を受託者が他の者に再

委託することはできない。このため、本事業を受託しようとする実施グループは、

次の要件を満たすこと。 

① 実施グループを組織して共同で本事業を行うことについて、実施グループ

に参画する全ての者が同意していること。 

② 実施グループと農研機構が契約を締結するまでの間に、次のいずれかの方

式によりコンソーシアムを設立することが確実であること。 

ア 実施予定のスマート農業技術活用産地支援に関する規約を作成すること

（規約方式） 

イ 実施グループ参画機関が実施予定のスマート農業技術活用産地支援に関

する協定書を交わすこと（協定書方式） 

採択後、契約締結までの間に、当該実施グループを構成する参画機関の変更等

重大な変更等があった場合には、採択を取り消し、改めて委託先の選定を行うこ

とがある。 
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応募できる実施グループは、上記の要件を満たした上、仕様書の３の２）取組

主体で定めた条件を満たすものとする。 

 

３ 代表機関の選定と代表者の選任 

本事業の応募を行おうとする実施グループは、代表機関を選定するとともに、

代表機関に所属する者の中からスマート農業技術活用産地支援の企画立案、支

援・指導の実施と経過の調査・分析、スマート農業技術活用産地支援のための手

引き書（以下「産地支援手引き書」という。）及び事業実施報告書並びに委託事

業実績報告書の作成を総括する代表者（以下「代表者」という。）を定めなけれ

ばならない。 

 

４ 代表機関の資格要件 

代表機関は、以下の全ての要件を満たす必要がある。 

① 民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発法人、大学、

地方公共団体、NPO法人、協同組合等の法人格を有し、スマート農業技術の

活用を適切に支援・指導し、その産地支援手引き書を作成する実施グループ

を運営管理できる体制を有すること。 

② 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務

の提供等（調査・研究）」の区分の有資格者であること。なお、地方公共団

体においては、有資格者である必要はない。 

令和01・02・03年度に有効な資格を有する者も、「更新」の手続きが必要

であるため、以下のURLを参照すること。 

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 

③ 委託契約の締結に当たって、農研機構から提示する委託契約書に合意でき

ること。 

④ 日本国内において事業を実施すること。 

⑤ 経理統括責任者を設置していること。 

 

５ 応募 

応募は代表機関から行うこと。応募の際には、実施グループに参画する者のそ

れぞれの分担関係を明確にすること。 

 

６ 活用推進担当者の選任 

実施グループは、その構成員から、スマート農業技術活用産地支援の進行管理

及び実地指導の実績記録等の調査・分析、並びに当該実施事例に基づく産地支援

手引き書策定の責任者であるとともに、事業終了後も作成した産地支援手引き書

に対する照会窓口の役割を担う者（以下「活用推進担当者」という。）を、必要

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101
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に応じて指名することができる。指名しない場合はその任を代表者が担うことと

する。 

 

７ 農研機構の指導・助言 

スマート農業技術活用産地支援事業の実施に当たっては、農研機構の指導・助

言に従い、速やかに対応すること。 

 

※ 代表者には、日常的に農研機構等からの連絡を受けることが可能な者を充てるこ

ととし、実施グループの構成員間の連絡調整を確実に遂行できる者を選任すること。

なお、支援提案の採択後の農研機構との契約者は、代表者に拘わらず、代表機関の

長とすることができる。 

※ 活用推進担当者には、日常的に農研機構等からの連絡を受けることが可能な者を

充てることとし、当該委託事業実施期間中に、長期間支援に従事できない者や人事

異動・定年退職等により実施グループから離れることが確実に見込まれる者を選任

しないこと。 

 

８ 農業者等からデータを受領・保管する際の取り決めについて 

農林水産省では、知的財産である農業ノウハウの保護とデータの利活用促進の

調和を図ることで、農業者等が安心してデータを提供できるよう、「農業分野に

おけるAI・データに関する契約ガイドライン～農業分野のデータ利活用促進とノ

ウハウ保護のために～」（令和２年３月 農林水産省。以下「農業 AI・データ契

約ガイドライン」という。）（※）を策定している。本ガイドラインは、農業以

外の産業向けの｢AI・データの利用に関する契約ガイドライン｣（令和元年 12 月 

経済産業省）と法的整合を図りつつ、農業分野の特殊性を踏まえ、データ・成果

物等の利用権限や管理方法等について契約のひな形や考え方等を示している。  

実施グループは、本事業において農業者等からデータを受領・保管する際には、

農業AI・データ契約ガイドラインに準拠し取り決めておくべき事項について当該

農業者等と契約を締結する（データの取得がスマート農機等の利用による場合に

は、そのシステムサービスの利用規約等が農業AI・データ契約ガイドラインの内

容に沿っていること）必要があり、その内容は実績報告の対象である。実績報告

の際は、別紙様式第５号「AI・データ契約ガイドライン準拠チェックリスト」を

提出すること。また、当該農業者等に契約内容を説明し、同意を得て契約した旨

を記載した別紙様式第６号「データ提供等に当たっての契約内容説明と同意書」

を別紙様式第５号と併せて提出すること。当該チェックリストと同意書は農研機

構が提出を要請する場合は提出すること。 

なお、要請に基づき提出されない場合、あるいは作成されていない場合には、

委託契約に基づき、契約の打ち切りと委託費の返還となることに留意すること。 
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農業者等以外からデータを受領・保管する場合は準拠する必要は無いが、農業

AI・データ契約ガイドラインも参考に、データ等の利用や適切な利益配分のほか、

農業者等による事前の承諾無く目的外利用や第三者に提供しないこと等について

取り決めることを検討すること。  

（※）農業 AI・データ契約ガイドラインについては以下を参照すること。また、

以下 URL 内に合意に係る契約のひな形も掲載している。  

       https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/keiyaku.html 

 

９ ロボット技術・ICT等の利用 

    実施グループは農業機械の自動走行を行う際には、令和５年３月 29 日付け４

生産第 4842 号農林水産省生産局長通知「農業機械の自動走行に関する安全性確

保ガイドライン」等を遵守すること。  

農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン  

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/gizyutu/attach/pdf/230329-2.pdf 

 

 10 小型無人航空機（ドローン等）の活用 

     実施グループは、小型無人航空機（ドローン等）を利用する際は、国土交通省

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」及び農林水産省消費・

安全局「無人航空機（無人ヘリコプター等）による農薬等の空中散布に関する情

報」に掲載の情報を確認し、遵守すること。  

無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール 

      https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html 

無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_kouku_zigyo/muzinkouk 

uuki.html 

 

第５ 契約期間 

契約締結の日から、令和８年２月27日（金）までを限度とする期間。 

契約は、農研機構と契約候補者との間で委託契約に関する協議が調い次第締結

する。 

 

第６ 参加表明書及び提出書類に関する事項 

１ 参加表明書及び提出書類の作成 

参加表明書を、「企画競争参加表明書」（別紙様式第１号）により作成し、以

下の（１）から（５）までの添付書類と併せて提出すること。 

（１）企画提案書及びこれに付随する以下の書類 

① 企画提案書の様式については自由記載とする。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/keiyaku.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/gizyutu/attach/pdf/230329-2.pdf
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_kouku_zigyo/muzinkoukuuki.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_kouku_zigyo/muzinkoukuuki.html
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② 「審査項目一覧（提案要求事項）」（別紙１）の「企画提案書頁番号」欄に

該当頁を記載すること。 

③ 企画提案書において実施グループが取り組むこととした技術を、当該実施グ

ループの支援チームの構成員が参画して実証したスマート農業実証プロジェク

トの課題名等、並びにその実証プロジェクトにおいて当該支援チーム構成員が

担当した項目を記した書類（別紙様式第２号）。 

④ その他参考となる資料。 

（２）積算内訳（別紙様式第３号） 

（３）第４の４の②を証するものとして、総務省から通知のあった「資格審査結果通

知書（全省庁統一資格）」の写し（代表機関のみ） 

（４）民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算（営業）報告書１年分（又は

それに準じるもの）（代表機関のみ） 

（５）民間企業以外の者にあっては、定款又は寄附行為及び最新の決算（営業）報告

書１年分（又はそれに準じるもの）（代表機関のみ） 

 

２ 提出期限及び提出方法 

（１）提出期限 

令和６年３月８日（金）正午必着とする。 

（２）提出方法 

上記（１）までに、原則、電子メールにて提出すること（詳細は別紙２のとお

り）。 

電子メール以外で提出する場合は、PDFファイルを電子媒体（CD-R、DVD-R等と

し、ウィルス対策を施すこと。）に格納し、当該電子媒体に事業名及び代表機関

の事業者名を表示（ケースは不可）の上、提出すること。 

なお、郵便・信書便で提出する場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限

る。 

 

３ 提出先 

〒305-8517 茨城県つくば市観音台3-1-1 

農研機構本部みどり戦略・スマート農業推進室 

Mail：SmaNou-shien@naro.affrc.go.jp 

 

４ 作成・提出に当たっての注意事項 

（１）企画提案書等に使用する言語は、日本語とする。 

（２）企画提案書等の提出者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第４号）に

ついて企画提案書の提出前に確認しなければならず、企画提案書の提出をもって

これに同意したものとする。 
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（３）暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第４号）について、虚偽又はこれに反

する行為が認められた書類は、無効とする。 

 

第７ 企画提案（企画提案書）の内容 

企画提案書には以下の項目を記載すること。作成の際には別紙１の観点に留意

すること。特に、新規性のある取組を優先的に採択するため、企画提案書の作成

に当たっては別紙１の審査項目３．取組の新規性に記載している審査の観点に留

意すること。 

１ 企画提案者等 

（１）実施グループ名（仮称でも可） 

（２）代表機関名称、連絡先（住所（所在地）、電話番号及びメールアドレス。以

下この項において同じ。） 

（３）代表者氏名、所属肩書き、連絡先 

（４）活用推進担当者（※）、所属肩書き、連絡先 

（５）経理統括責任者、所属肩書き、連絡先 

（６）実施期間 

（※）必要に応じて配置する。 

 

２ 背景等 

スマート農業技術の活用支援を希望する産地の概要、当該産地が抱える課題、

活用支援が必要なスマート農業技術と当該技術に関して各支援チーム構成員が十

分な実績を持っていることの根拠（スマート農業実証プロジェクトへの参画実績

やスマート農業技術に係る指導経験・実績）などを明記すること。 

 

３ 事業実施体制 

実施グループの構成員（支援チーム構成員及び活用支援を受ける産地の構成員）

とその役割分担（スマート農業技術の活用に係る産地支援の実施と調査及び効果

分析、産地支援手引き書及び事業実施報告書並びに委託事業実績報告書の作成に

係る責任分担体制など）を明記すること。また、事業終了時に提出する産地支援

手引き書の照会窓口（担当組織及び担当者）を明記すること。 

 

４ 活用支援の具体的内容 

（１）活用支援の項目及び営農体系の選択 

産地において活用支援を受ける項目及び営農体系について、仕様書の３．の

１）の（４）に示した項目及び営農体系から選択し、明記すること。また、具

体的な品目についても明記すること。 
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（２）活用支援する技術の内容 

活用支援するスマート農業技術について、必要な機械、導入までの手順及び

期間、スマート農業実証プロジェクトで出した効果等、技術の詳細を明記する

こと。また、活用支援する技術および品目が複数ある場合は、技術と品目の組

み合わせを明記すること。 

（３）期待される成果 

現在の産地における生産体系（ICT等の先端技術を活用した機械化体系と栽

培技術等）とその課題、活用支援が必要なスマート農業技術と活用支援を必要

としている理由、活用支援の内容、活用支援による技術・経営面あるいは環境

等への効果及びその効果を評価する方法と手順、効果的な技術の活用方法の検

証、活用支援の効果が総合されると産地の目指す姿にどのように結びつくかな

どを明記すること。 

（４）想定される実地指導のスケジュール 

 

５ 想定されるスマート農業技術活用産地支援手引き書の内容 

普及指導員や営農指導員及び先進的な農業者が利用することを想定し、スマー

ト農業産地の形成につながることに留意した、スマート農業技術の活用を支援す

る際に使用できる手引き書（活用支援するスマート農業技術の利活用や営農・経

営改善の進め方とその効果を体系的に整理し作成する予定もの）の概要を提案す

ること。上記４の支援はこの概要に沿って行うこととする。また、その支援過程

の調査で得られた知見を基に補筆・改訂を行い、事業終了時にはスマート農業技

術活用産地支援手引き書として提出すること。 

 

６ 経費の積算 

別紙様式第３号に合わせて記載すること。 

 

第８ 公募要領の掲載期間及び場所 

１ 掲載期間 令和６年１月22日（月）～同年３月８日（金） 

２ 場所  農研機構のウェブサイトに掲載 

 

第９ 委託先の選定 

１ 選定方法 

委託先の選定に係る審査は、別に定める「スマート農業技術活用産地支援事業」

審査実施要領（以下、審査実施要領）に基づき、外部委員及び行政部局担当官に

よる審査委員会により、審査を行う。 

審査に当たっては、必要に応じて、応募者に別途追加資料等の提出を求める場

合がある。 
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審査は非公開で行われ、審査の経過に関する問合せには応じられない。また、

提案内容に係る利害関係者は、当該提案の審査から排除される。 

 

２ 審査の手順 

（１）書類審査 

提案された書類をもとに、本事業の趣旨に鑑みて別に定める審査実施要領に

基づき、審査委員会による審査を実施する。 

（２）委託先の決定 

（１）の審査結果を踏まえ、農林水産省が設置する運営委員会が採択する事

業者を決定し、農研機構に通知する。 

なお、採択に当たっては、審査結果を踏まえ、提案の見直し、事業費の減額

等の条件が付される場合がある。 

 

３ 審査結果の通知等 

２により本事業で実施する委託先が決定されたときは、代表機関に対し、その

提案に係る採択の可否等を通知するとともに、採択した事業については、速やか

に農研機構のウェブサイト等において公表する。 

なお、応募者の企業秘密、知的財産等に係る情報等を保護する観点から、審査

内容等に関する照会には応じない。 

また、採択となった提案については、代表機関等への通知の際に、必要に応じ

て、事業の実施に当たって見直しが必要とされた事項等を知らせる。見直しが必

要とされた事項等については、委託予定先の代表者は提案の修正を行うこと。修

正を行わない場合は委託契約を締結しないので留意すること。 

 

４ 委託予定先の選定方法 

提出された企画提案書について、「第10 審査基準及び審査項目」に基づいて

採点・審査を行い、採点した得点の上位の者から委託費の上限に達するまでを、

新規性等を考慮のうえ、本事業の委託先として決定する。 

 

５ 審査員からの質問 

企画提案書について審査員からの質問がある場合は、農研機構本部みどり戦

略・スマート農業推進室から代表機関へ連絡をすることとする。 

 

第10 審査基準及び審査項目 

企画提案書の審査に当たっては、事業目的の達成について判断するため、事業

内容（仕様書の３．）が盛り込まれているか、また、それらが確実かつ効果的・

効率的に実施できるかを踏まえて、採点を行う。審査の観点については、別紙１
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を参照すること。 

  

第11 企画提案に要する費用の負担 

企画提案書の作成等の企画提案に要する費用は、選定の成否を問わず応募者が

負担するものとする。 

 

第12 契約保証金の扱い 

農研機構が定める契約事務実施規則（平成13年４月１日13規則第13号）第19条

に規定する契約保証金の納付は、同規則第20条第３号の規定により免除する。 

 

第13 委託費の支払い方法 

１ 委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内に

その支払を行うものとする。ただし、受託者の請求により、必要があると認められる

金額については、概算払をすることができる。 

２ 契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要

金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととする。 

 

第14 計画書及び報告書等の提出 

１ スマート農業技術活用産地支援計画書の作成・提出 

代表機関は、提出した企画提案書を基に、当該事業のスマート農業技術活用

産地支援計画書を作成し、農研機構に提出するものとする。計画書の提出期限

は別途、農研機構から通知する。 

 

２ スマート農業技術活用産地支援手引き書及び事業実施報告書の提出 

仕様書のとおり 

 

３ 委託事業実績報告書の提出 

以下の（１）及び（２）を令和８年２月27日（金）までに農研機構に提出すること。

また、本事業を終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、本

事業の成果等を記載した別に定める委託事業実績報告書を１部提出すること。 

（１）委託事業実績報告書電子媒体（CD-R、DVD-R等）（公表用／詳細版） １枚 

（２）委託事業実績報告書冊子（詳細版） ３部 

※納入する電子媒体は、ウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに関する情報

（ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日）を記載し

たラベルを添付して提出すること。 

また、当該電子媒体に契約件名及び受託者名を表示（ケースは不可）すること。 
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第15 成果品（著作権等）の帰属等 

本事業により取得した著作権は、農研機構が承継するものとする。 

 

第16 応募・照会窓口 

【事業内容、公募要領全般について】 

質問等がある場合は、別紙３の質問票に必要事項を記入の上、令和６年３月８日（金）

正午までに以下宛先に提出すること。 

 

農研機構本部みどり戦略・スマート農業推進室 

E-mail: SmaNou-shien@naro.affrc.go.jp 

 



11 

 

別紙１ 

審査項目一覧（提案要求事項） 

 

スマート農業技術活用産地支援事業 

 

審査項目 審査の観点 
企画提案書
頁番号 

１．規模・効果 

 
○ 支援の規模 
指導を受ける産地の規模（農家、農業法人の数や栽培面

積）はスマート農業産地の形成に十分な規模となっている

か。 
 
〇 支援の効果 
取組を通じて解決される産地の課題は重要性が高いか。

産地単位でのスマート農業技術の効率的な活用により、個

別農家の経営改善を通じてスマート農業産地の形成につな
がるか。 
 

（以下、そ

れぞれに対
応する企画
提案書の該
当ページを
記載） 

２．技術内容及

び取組内容
の適格性 

 
○ 重要性 
支援しようとする技術及び取組は提案時点で最新のもの

で、課題解決や経営改善に資することが期待されるもの

か。 
 
○ 実効性 
支援しようとする技術及び取組は提案時点で性能等の確

認等が十分に行われ、実効性が高いか。 
 

 

３．取組の新規

性 

 
〇 支援内容の新規性 
 活用支援の項目、品目、技術、地域、地理的条件その他
の観点から、これまでのスマート農業技術活用産地支援事
業の採択課題（公募要領別紙４）と支援内容を照らし合わ
せて重複がないものとなっているか。 

 
〇 技術の導入に合わせた生産・流通・販売方式の見直し 
 導入技術を効率的・効果的に活用するため、導入技術に
適合した生産・流通・販売方式への転換を促進・支援する
取組も含んでいるか。 
 

 

４．計画の妥当
性 

 
○ スケジュール 
スケジュールに無理がなく、また日程を有効に用いてい

るか。 
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○ 費用対効果 
事業費は得ようとする支援の成果に対し妥当なものか。 

 
○ 対象経費 
計上されている経費は事業目的と照らし合わせ適切なも

のか。 
 
○ 経費配分 
経費配分は妥当なものか。 

 

５．実施体制 

 
○ 産地単位の取組に必要な機関の参画 
十分な支援の成果を挙げる観点から、担当行政部署やＪ

Ａなど、産地単位の取組を円滑に進めるために必要な機関
の参画が得られているか。 
 
○ 専門機関の参画 
十分な支援の成果を挙げ、また支援の過程や結果の調査

を行い、分析するために必要な専門機関の参画が得られて
いるか。 
 
○ 代表機関の適格性 
代表機関は適切に進捗管理を行うとともに必要な経理処

理等を行う知見・能力（体制）を有しているか。 
 

 

６．波及性 

 
○ 支援後の定着 
支援を行う技術及び取組が当該産地に着実に定着するも

のとなっているか。 
 
○ モデル性 
提案されたスマート農業技術活用産地支援手引き書は、

単に特定の技術の導入マニュアルではなく、他地域や他の
品目で活用支援を行おうとする取組の参考になるものとな
っているか。普及対象範囲は妥当なものとなっているか。 
 
○ 社会実装のプロセス 

支援しようとする技術及び取組の横展開スキームが組み
込まれている計画となっているか。 
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別紙２ 

 

電子メールを利用した書類の提出方法 

 

１．送信先 

農研機構本部みどり戦略・スマート農業推進室 宛 

メールアドレス：SmaNou-shien@naro.affrc.go.jp  

 

２．送信メールの件名 

「スマート農業技術活用産地支援・事業者名・○／○」としてください。 

例：スマート農業技術活用産地支援・○○○○○(株)・1／3 

※ ○／○は何分割の何番目のメールかを記載してください。（下記６参照） 

 

３．メール本文への記載事項 

件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。 

 

４．メール容量 本文を含め30MB です。（下記６参照） 

 

５．添付ファイルの形式及びファイル名 

PDFファイルの電子データ形式で提出してください。 

ファイル名は「提出書類名・事業者名・○／○」としてください。 

例１：スマート農業技術活用産地支援・企画提案書・○○○○○(株)・1／3  

例２：スマート農業技術活用産地支援・競争参加資格・○○○○○(株)・1／1 

※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。 

 

６．メール容量を超える場合の送信方法 

30MBを超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。 

なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1／1」や

「1／3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。 

 

７．受信確認 

メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い日時に

メールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場合には、

１の送信先に連絡してください。 
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別紙３ 

質 問 票 

社 名  

住 所  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

質問者  

質問に関連する文書名及び頁 

質問内容 
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別紙４ 

これまでのスマート農業技術活用産地支援事業の採択課題一覧 

 

採択

年度 

課題 

番号 
都道府県 活用支援の項目 品目 対象技術 

 

R4 援 A01 北海道 ①導入前コンサル 

水稲 

ロボットトラクタ、 

自動アシストコンバイン、 

農薬散布ドローン、 

水管理システム、 

ハウス管理システム、 

（自動潅水装置、側窓自動巻

上装置）（育苗）、 

可変施肥（ブロードキャス

タ） 

 

ねぎ 

ロボットトラクタ、 

農薬散布ドローン、 

ハウス管理システム、 

（自動潅水装置、側窓自動巻

上装置）（育苗） 

 

かぼちゃ 
ロボットトラクタ、 

農薬散布ドローン 
 

小麦 

ロボットトラクタ、 

自動アシストコンバイン、 

農薬散布ドローン、 

可変施肥（ブロードキャス

タ） 

 

大豆 

ロボットトラクタ、 

自動アシストコンバイン、 

農薬散布ドローン 

 

キャベツ、 

ブロッコリー 

ロボットトラクタ、 

農薬散布ドローン 
 

トマト、メロン、 

ほうれんそう 

ハウス管理システム 

（自動潅水装置、側窓自動巻

上装置）（育苗） 

 

R4 援 A02 北海道 ②導入技術活用 飼料作 
作業用車両の動態管理システ

ム 
 

R4 援 B03 岩手県 ①導入前コンサル ピーマン 
環境モニタリング機器、 

経営・営農管理システム 
 

R4 援 C04 群馬県 

②導入技術活用 

③データ駆動型 

経営改善 

いちご 

環境モニタリング機器、 

環境制御機器、 

経営・営農管理システム 

 

R4 援 C05 千葉県 ②導入技術活用 水稲 

センシングドローン（農地高

低差解析）、 

農業用均平作業機（レーザー

レベラー等） 

 

R4 援 D06 富山県 ②導入技術活用 

たまねぎ 
環境モニタリング機器経営・

営農管理システム 
 

水稲 
環境モニタリング機器、 

経営・営農管理システム 
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R4 援 D07 石川県 ②導入技術活用 水稲、大豆、大麦 

センシングドローン 

（広域生育診断）シェアリン

グ、 

栽培管理システム 

 

R4 援 E08 三重県 

②導入技術活用 

③データ駆動型 

経営改善 

トマト 経営・営農管理システム  

R4 援 E09 三重県 ②導入技術活用 茶 経営・営農管理システム  

R4 援 H10 宮崎県 
①導入前コンサル 

②導入技術活用 
かんしょ 

人材育成システム 

（農業版 iCD） 
 

R4 援 H11 鹿児島県 

①導入前コンサル 

③データ駆動型 

経営改善 

キャベツ 

農業用均平作業機 

（GPSレベラー）、 

肥料散布機（GPSソワー）、 

農薬散布機（ドローン等）、 

生産予測システム 

 

R5 援 A21 北海道 ②導入技術活用 

水稲、小麦、大豆、 

ばれいしょ、てんさ

い、かぼちゃ、 

ブロッコリー、 

スイートコーン、 

ねぎ、ごぼう 

経営・営農管理システム  

R5 援 C22 埼玉県 ①導入前コンサル いちご 
環境モニタリング機器、 

経営・営農管理システム 
 

R5 援 C23 静岡県 

②導入技術活用 

③データ駆動型 

経営改善 

レタス、 

ブロッコリー等 

QRコードを使用した 

トレーサビリティシステム 
 

R5 援 E24 三重県 ②導入技術活用 水稲、小麦 

ドローンシェアリングシステ

ム、 

センシングドローン、 

農薬散布ドローン、 

肥料散布ドローン 

 

R5 援 F25 兵庫県 ②導入技術活用 小麦、たまねぎ 農薬散布ロボット  

R5 援 G26 鳥取県 ②導入技術活用 水稲 
人材育成システム 

（農業版 iCD） 
 

R5 援 G27 岡山県 ②導入技術活用 ぶどう 
環境モニタリング機器、 

経営・営農管理システム 
 

R5 援 H28 熊本県 ②導入技術活用 いちご 
環境モニタリング機器、 

経営・営農管理システム 
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（別紙様式第１号） 

令和 年 月 日 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

理事長 久間 和生 殿 

 

【代表機関】 

住        所 

商号又は名称 

代表者役職氏名 

 

 

企 画 競 争 参 加 表 明 書 

 

 

スマート農業技術活用産地支援事業の企画競争に下記実施グループとして参加する

ことを表明します。 

また、契約候補者となった場合は、契約締結までに実施グループの構成・運営等に

関する規約書もしくは協定書を作成し提出します。 

なお、規約書等には、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記

載します。 

 

記 

１．実施グループ名：  

２．実施グループの構成員及び担当業務 

 住所及び商号又は名称 分担業務 

代表機関   

構成員   

構成員   

構成員   
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（別紙様式第２号） 

令和 年 月 日 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

理事長 久間 和生 殿 

 

【代表機関】 

住        所 

商号又は名称 

代表者役職氏名 

 

 

支援チーム構成員のスマート農業技術実証プロジェクト参加実績について 

 

 

スマート農業技術活用産地支援事業の企画競争に下記実施グループとして参加する

要件となっている支援チーム構成員のスマート農業実証プロジェクト参画実績は以下

のようになっています。 

 

記 

１．実施グループ名：   

２．支援チームの構成員のうち、スマート農業実証プロジェクトに参画した者の一覧 

商号又は名称 

（個人名の場合は

カッコで所属と肩

書） 

参画したスマート農業実証プ

ロジェクトの課題名 

採択

年度 

本事業で担当するスマー

ト農業技術 

    

    

    

 

 

 



19 

 

（別紙様式第３号） 

スマート農業技術活用産地支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）・必要に応じて、資料を添付すること。 

・備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。 

・一般管理費を経費として計上する場合は、直接経費の10％以内（精算時も同様）とする。 

・備品（原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が100,000円以上の物品）の購入は認め

ない。 

・消費税の算出にあたり１円未満の端数は切り捨てで計算すること。 

 

区 分 予算額 備 考 
 円  

１ 直接経費   

（１）人件費 
 A ＠ 〇〇〇円 × ＊＊時間 ＝ △△△円 

B ＠ 〇〇〇円 × ＊＊時間 ＝ △△△円 

（２） 業務経費   

①手引き書作成費   

  ○○○費 △△△円 

○○○費 △△△円 

  ※消耗品費、資料作成費、謝金等に係る経費を記載。 

②産地等指導費   

  ○○○費 △△△円 

○○○費 △△△円 

※消耗品費、資料作成費、旅費、謝金等に係る経費を記載。 

③運営経費   

  ○○○費 △△△円 

○○○費 △△△円 

※消耗品費、資料作成費、旅費、謝金等に係る経費を記載。 

２ 一般管理費  直接経費の10％以内 

３ 小計   

４ 消費税（10％）   

５ 合計   
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（別紙様式第４号） 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも

該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

また、貴機構の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、

有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に

提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的又は積極的に暴力団の維持、又は運営に協力し、又は関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしてい

るとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

上記事項について、企画競争参加表明書の提出をもって誓約します。 
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（別紙様式第５号） 

 

ＡＩ・データ契約ガイドライン準拠チェックリスト 

  

 

 令和６年度スマート農業技術活用産地支援事業において農業者等からデータの提供を受

ける際には、「農業分野におけるＡＩ・データに関する契約ガイドライン～農業分野のデ

ータ利活用促進とノウハウ保護のために～」（令和２年３月 農林水産省。以下「ガイド

ライン」という。）に準拠し、下記チェックリストのとおり、当該農業者等と合意を行い

ました。 

 

カテゴリ 合意内容として確認す

る項目等 

合意の有

無（〇を

つける） 

合意して

ない場合

の代替措

置 

チェックの観点 

（詳細はガイドライン 

参照。） 

目的 提供／当初/派生データ

等の利用目的 

  本来の目的のためのデータ利

活用を促進する。ノウハウの

産地外流出につながるデータ

等があれば「○○地域の農業

の発展と生産性向上」などの

設定をし、その地域を確認す

る。目的があいまいだと、不

測のトラブルが生じることが

ある（例：提供データ等の目

的外利用）。 

各種定義 データ名、項目名、加

工、派生データ、個人

情報等 

  使用する用語を明確にするこ

とで、解釈による不一致が生

じないようにする。 

データの詳細は別紙等にまと

め、別紙等も合意内容として

いる。 

提供した

データ等 

データ等の種類  
 

データ等の内容を明らかにす

ることで、対象となるデータ

の範囲（画像や当初データ等

の場合は概要）等を明らかに

する。 

データ等に知的財産、営業秘

密、限定提供データ、個人情

報等が含まれる場合は明示す

る。 

データ提供者に開示していな

い方法や不正な手段で当初デ

ータ等を取得できないように

する。明示されないデータに

ついても示す。 

データ等の範囲（項目

等） 

 
 

データ等の期間  
 

データ等の提供方法

（媒体、自動送信の有

無等） 

 
 

提供／当初/派生データ

等の非保証・保証 
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カテゴリ 合意内容として確認す

る項目等 

合意の有

無（〇を

つける） 

合意して

ない場合

の代替措

置 

チェックの観点 

（詳細はガイドライン 

参照。） 

利用に当

たっての

データ等

の保護 

提供／当初／派生デー

タ等の加工の有無と方

法 

  提供データ等の加工の有無、

方法、条件などを明らかにす

ることで、データ提供者の意

に反した利用方法を防ぐ。 

データ等の利用により、農業

関係者等のノウハウが流出す

る可能性がある（データの組

み合わせや分析方法等）場

合、データの利用目的と利用

方法がノウハウと関係するか

データ提供者に確認する。 

利用期間 

（特に契約期間との関

係を確認） 

  提供データ等がいつまで利用

されるのか（契約期間内か、

一定期間内か、無期限か）を

確認する。これにより、提供

データ等の保護や、データ提

供者が別の提供先にデータ提

供する場合の条件などを明ら

かにする。 

第三者提供の可否、

可：範囲、否：事前同

意のための手続（提供

データ、当初/派生デー

タ、およびこれらより

生じる知的財産ごとに

示す） 

  データ提供者が意図しない第

三者への提供を防止する。 

利用状況の確認 

（監査請求） 

  データ受領者によるデータ漏

洩や目的外利用等のおそれが

ある場合に利用状況を確認で

きる監査請求等の規定がある

（例：報告等）。 

【データ提供型の場

合】提供データ等のデ

ータ提供者による利用

停止措置の有無 

  委託でのデータ収集の場合、

所有権が譲渡されるか、利用

停止の猶予期間が定めてい

る。 

委託以外の提供データ等はデ

ータ提供者に帰属することを

前提に、いつでもその意思に

より利用停止を求めることが

できる。 

データ受領者の派生データ利

用およびその経済的価値を確

保する観点から派生データの

利用停止等はできないことと

する。 
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カテゴリ 合意内容として確認す

る項目等 

合意の有

無（〇を

つける） 

合意して

ない場合

の代替措

置 

チェックの観点 

（詳細はガイドライン 

参照。） 

データ等

の利用条

件 

【データ創出型の場

合】当初データ等のデ

ータ提供者による利用 

  データ提供者も当初データ等

の利用権限を有する前提で具

体的に取り決める。 

農業者が希望すれば当初デー

タ等を入手できるよう、受領

者に申請する手続き等を設け

る。 

派生データの利用、第

三者提供の制限等 

  データ提供者も派生データを

利用できるようにする。複数

農業者のデータを加工した派

生データの自己利用や第三者

提供等の利用権限についても

確認する。 

【知的財産権が発生す

る場合】派生データの

作成又は利用に基づき

生じる知的財産権 

  原則共有とする。併せて、帰

属と同意に関する取決めにつ

いても規定する。 

データ提供者による自己利用

を可能とする。 

知財合意書との整合を取る。 

【データ創出型の場

合】利用権限の配分に

対する対価 

  当初データ等及び派生データ

はデータ提供者とデータ受領

者の双方の貢献により創出さ

れていることから、それぞれ

相手方に対価の支払いをする

ことなく利用可能とする。 

【データ創出型：当初

データ等の範囲の変更

の可能性がある場合】

変更手続きの規定の有

無 

  契約締結当時には想定し得な

いデータ等が創出されること

に備え、範囲を変更するため

の手続きを示す。 

利用に関する対価の有

無と内容、決定方法等の

有無 

  データ提供者に対する報酬の

設定や、サービス等利用の優

遇条件設定等があるか確認す

る。 

op【派生データを第三

者に提供して収益を得る

場合】収益の分配の有無 

  売上の一部を相手方に分配す

る 

op【データ創出型：デ

ータ提供者が派生データ

を第三者に提供する場

合】分担金の支払いの有

無 

  データ保管費用の分担金をデ

ータ受領者に支払う。 

データの

管理方法 

管理基準 

【データ提供型：管理

基準を善管注意とする

場合】注意義務の内容 

 
 

提供データや派生データの管

理内容や前提となる善管注意

義務のレベルを明確にするこ
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カテゴリ 合意内容として確認す

る項目等 

合意の有

無（〇を

つける） 

合意して

ない場合

の代替措

置 

チェックの観点 

（詳細はガイドライン 

参照。） 

とで、管理責任の重さを明ら

かにする。 

op【データ提供者から

営業秘密として示され

たデータ等がある場

合】営業秘密等に関す

る範囲、項目、管理方

法 

  提供データ等がサービス利用

者側で営業秘密として取り扱

っている 

場合に、それを特定し、営業

秘密の管理方法を確認する。 

個人情報の範囲、取扱

い、管理方法 

 
 

対象とする個人情報の範囲

（特に IoT データ）を明確に

するほか、内部的な取扱い

（生データのまま使うか、特

定性を削除して使うか等）や

管理方法などについて明らか

にすることで、法律上の対応

状況のほか、リスクを把握す

る。 

データの管理方法  
 

データの管理方法（主にセキ

ュリティ）を確認する。 

管理状況の報告等  
 

管理状況に関する入力データ

提供者への報告の有無やその

方法(web 上、メール他)、頻度

(月次、年次など)を明らかにす

る。請求があれば報告するで

も可。 

管理の是正等   データの管理方法に問題が生

じた場合の、是正方法・方針

などを示す。 

契約終了後のデータ削

除対象、方法・報告等 

  契約終了とのデータ削除(削除

する場合)の対象や削除方法、

削除したことについてのデー

タ提供者への報告方法（削除

証明書をつけるか否かなど）

を明らかにする。契約終了後

に削除されない場合は契約期

間中と同様の管理義務を負う

のか不明確にならないように

する。 

【データ創出型の場

合】相手方受領データ

の提供先の第三者によ

る管理方法 

  相手方の承諾を得て第三者に

提供する場合は秘密保持契約

等を締結する等、ノウハウが

思わぬ第三者に流出しないよ

うにする。 
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カテゴリ 合意内容として確認す

る項目等 

合意の有

無（〇を

つける） 

合意して

ない場合

の代替措

置 

チェックの観点 

（詳細はガイドライン 

参照。） 

契約上の

一般的事

項 

op【秘密情報を提供す

る場合】秘密保持義務 

  秘密の定義内容や、範囲を明

らかにしたうえで、当事者間

の秘密保持の対象や期間（契

約終了後含む）を取り決める

とともに、目的外利用や第三

者提供を禁じる。 

データ漏洩等の場合の

対応 

  提供／当初/派生データ等の漏

洩や許諾しない第三者提供、

目的外利用等の発生、または

その発生が合理的に疑われる

場合は、その情報を相手方に

共有するとともに、事実確

認、原因調査をさせ、再発防

止策を講じさせて報告させる

こととする。 

損害賠償関係   データ漏洩等が生じた場合の

損害賠償責任の範囲・基準

（注意義務の内容）、損害賠

償の予定、損害賠償額の上限

の有無などを確認する。 

免責   損害賠償責任などに対する不

可抗力免責事由の適用はデー

タ受領者が適切に管理してい

たことを立証した場合に限定

される。 

提供／当初データに起

因する損害（責任の制

限）の有無と内容 

 

  データ提供者がデータ提供を

躊躇することが無いよう、損

害等を被った場合はデータ受

領者による補填を受けるこ

と、データ受領者のデータ利

用に関する紛争等に関し責任

を負わない。 

※有償のデータ提供は、契約

で定められた態様での利用に

限定したり、対価を上限とし

たりして、損害賠償の責任を

負うこともあり得る。 

契約の有効期間   契約の有効期間について確認

する（提供データの相手方の

利用範囲に関係する） 

解除   契約の解除事由の確認（相手

方に契約に反する利用があっ

た場合に解除できるかどうか

に関係する） 

存続条項   契約終了後に存続する条項

（契約終了後も保管するデー
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カテゴリ 合意内容として確認す

る項目等 

合意の有

無（〇を

つける） 

合意して

ない場合

の代替措

置 

チェックの観点 

（詳細はガイドライン 

参照。） 

タ等の管理・利用条件、第三

者が保有する知的財産による

紛争対応など、守秘義務な

ど） 

譲渡禁止   契約上の地位の譲渡などにつ

いて、第三者には認めないこ

とを定めている。（親会社と

子会社、契約者と合併後の法

人は例外にする規定がある）

第三者に権利が流出防止の条

件が定められている。 

通知   通知の窓口の主任担当者の設

置、通知方法等について取り

決める 

完全条項   完全合意条項により契約以前

の取り決めより契約を優先さ

せ、無用な紛争を避けている 

準拠法  

 

 一般的には日本法による 

管轄裁判所 

（紛争解決、仲裁）等 

  一般的には日本国内の裁判所

（地方裁判所） 

弁護士等にガイドライン準拠の確認を得た場合は右の枠内にチェック → □（任意） 

 
 

 

 

 

 

 

 

課題番号： 

実施期間： 

代表機関名及び代表者名： 
  

●代替的対応や契約内容に含めない項目がある場合は、ガイドラインで示した契

約の考え方やひな形との違いについて契約の相手方である農業者等へ説明を行

い、同意を得ることが必要です 
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（別紙様式第６号） 

 

 

データ提供等に当たっての契約内容説明と同意書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

データ提供者：   ○○農業法人 ○○ ○○      

        ※直筆で署名すること。 
  

「令和３年度補正予算 戦略的スマート農業技術の開発・改良」に係るデータの提供に当た

って、「農業分野におけるＡＩ・データに関する契約ガイドライン～農業分野のデータ利活

用促進とノウハウ保護のために～」（令和２年３月 農林水産省）の内容について説明を受

け、同ガイドラインで示した契約の考え方やひな形との違いについて理解した上で、データ

の提供に同意しました。 
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仕様書 

 

１．事業名 

スマート農業技術活用産地支援事業 

 

２．事業目的 

農業の国際競争力の強化に向けては、先端技術を活用したスマート農業の社会実装

を加速化し、人口減少社会を迎えて脆弱化が懸念される国内の食料生産基盤の強靱化

を図る必要がある。 

このため、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」

という。）は、令和５年11月に予算成立した「スマート農業技術の開発・実証・実装

プロジェクト」（令和５年度補正予算）により、スマート農業実証プロジェクトで得

られた成果を同プロジェクト未参加の産地に広く横展開することで、スマート農業技

術の社会実装の加速化を行う。 

 

３．事業内容 

１）事業の取組内容 

本事業においては、次の（１）から（３）までに掲げる内容を実施すること。 

（１）支援チームによる産地への指導 

スマート農業技術の活用を支援する支援チームと、支援を受ける産地とが合同

でコンソーシアム（以下「実施グループ」という。）を結成する。スマート農業

実証プロジェクトでスマート農業の実証を行った経験のある者を含む支援チーム

は、本事業の実施グループに参画し支援を希望する産地を対象に実地指導を行

う。 

 

（２）産地におけるスマート農業技術活用産地支援手引き書の作成 

実施グループは、（１）の支援を受ける産地以外の産地や他品目で活用支援を

行おうとする取組の参考になるよう、産地がスマート農業技術を効果的に導入・

活用する際の検討に必要となる営農・経営データ等の種類やその収集・分析方法

について検討するとともに、当該データに基づくスマート農業技術の利活用や営

農・経営改善の進め方とその効果を体系的に整理した手引き書を作成する。 

 

（３）事業の運営・管理 

上記（１）～（２）を実施するために必要な事務を行う。 

 

（４）活用支援の内容の選択及び留意点 

上記（１）及び（２）の実施に当たっては、 
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① 新たにスマート農業技術の導入を検討する産地に対し、経営課題の解消に有

効・効果的な技術の選択を促すための、現状分析に基づく導入効果の試算とア

ドバイス 

② 導入した（又はする）スマート農業技術の有効・効果的な活用 

③ 圃場毎の投下労働時間や資材投入量、生育・収量等の各種経営データに基づ

く経営改善 

の、少なくとも１項目以上を、支援を希望する産地に対する指導内容として必ず設

定し、その内容を実現するために行った実地指導に基づき産地支援手引き書を策定

すること。 

 

また、活用支援を実施する主たる営農体系を以下の①～⑧から選択すること。 

①水田作 

②畑作 

③露地野菜 

④花き 

⑤施設園芸 

⑥果樹 

⑦茶 

⑧畜産 

 

  ※ スマート農業実証プロジェクトの成果を広く普及させる観点から、令和５年度ま

でのスマート農業技術活用産地支援事業の取組内容を踏まえて、新規性のあるもの

を優先的に採択し、活用支援の項目・品目・技術等の組合せがこれまでの取組内容

（別紙４参照）と重複するものは対象としない。また、スマート農業技術の導入に

合わせて生産・流通・販売方式を見直すことも支援の対象とし、手引書に盛り込む

取組についても優先的に採択する。 

 

２）取組主体 

事業の取組主体は、以下の要件を満たす実施グループとする。 

 

スマート農業技術の支援を行う支援チームと、支援を受ける者とが合同して結成し

たコンソーシアムを、本事業の実施グループとする。 

実施グループは、次の①～⑦に掲げる者の全部又は一部とする。 

① 産地を形成する農業団体（JA（生産部会）、集落営農等） 

② 普及指導員 

③ 営農指導員（JA） 

④ 都道府県、市町村、公立試験研究機関及び地方独立行政法人 
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⑤ 大学及び大学共同利用機関 

⑥ 国立研究開発法人、特殊法人及び認可法人 

⑦ 民間企業、一般又は公益法人、NPO法人、協同組合 

 

ただし、活用支援を受ける産地については、上記①に加え②又は③が参画している

ことを必須とする。 

また、支援チームは、スマートサポートチーム（※）のうち過去にスマート農業実

証プロジェクトに参画した者がその構成員として加わることを必須とし、当該事業で

指導対象とするスマート農業技術は当該支援チームの構成員が過去に参画したスマー

ト農業実証プロジェクトの課題で実証した技術を含むものとする。 

※ スマート農業推進協議会会員のうちスマート農業技術の活用を支援するチー

ム。（参照URL：https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/suishin-

kyogikai/index.html） 

なお、支援を受ける産地については、過去にスマート農業実証プロジェクト及びス

マート農業技術活用産地支援事業に未参加のものとする（但し、両事業に既参加の

産地であっても、今回の事業で取組む品目及び技術が、過去の両事業において取り

組んだ内容と異なる場合は、両事業に不参加であるものとみなす）。 

 

４．実施期間 

契約締結日から、令和８年２月27日（金）を終了の限度とする期間。 

 

５．事業の報告 

受託者は、以下の（１）及び（２）を令和８年２月27日（金）までに農研機構に提

出すること。また、本事業を終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときを含

む。）は、本事業の成果等を記載した別に定める委託事業実績報告書を提出すること。 

（１）スマート農業技術活用産地支援手引き書 

３の１）で作成した産地支援手引き書の電子媒体（画像ファイル、動画ファイル

等）を格納したCD-R、DVD-R等 一式（※） 

※ 産地支援手引き書に使用した一切の画像データについては、JPGファイルも

しくはPNGファイルで別途納入すること。 

※ 納入する電子媒体については、提出する前にウィルスチェックを行い、ウ

ィルスチェックを行った日時、ソフト名、バージョン及びパターンファイル

のバージョンを記載したラベルを添付すること。 

（２）事業実施報告書 

① 紙媒体 ２部 

② 電子媒体（PDFファイル、動画ファイル等）を格納したCD-R、DVD-R等一式

（※） 

https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/suishin-kyogikai/index.html
https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/suishin-kyogikai/index.html
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※ 事業実施報告書中に使用した一切の画像データについては、JPGファイルも

しくはPNGファイルで別途納入すること。 

※ 納入する電子媒体については、提出する前にウィルスチェックを行い、ウ

ィルスチェックを行った日時、ソフト名、バージョン及びパターンファイル

のバージョンを記載したラベルを添付すること。 

※ 指導を行った実績を記載すること。 

 

６．スマート農業技術活用産地支援手引き書、事業実施報告書及び委託事業実績報告書の

提出先 

農研機構本部みどり戦略・スマート農業推進室 

 

７．その他 

（１）受託者は、採択後に決定される計画書のとおり事業を実施すること。 

（２）本業務の過程で作成された資料（電子媒体含む。）に関しての著作権の取扱

いは、次に定めるところによること。 

① 受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第23条

（公衆送信権等）、第26条の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及

び第28条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利を

農研機構に無償で譲渡するものとし、農研機構の行為に対して著作者人格権

を行使しないものとする。 

② 受託者が既に保有している著作権は上記①の譲渡対象から除くものとし、

その著作権を利用して作成された資料等については、農研機構（農研機構が

第三者に利用させる場合を含む。）が本事業に関し、自由に何らかの制限を

受けることなく無償で利用することができるものとする。 

（３）受託者は、構成員を含む第三者が保有している著作権を利用する場合は、原

則として著作権譲渡を受けるよう努めること。構成員を含む第三者から著作権

譲渡を受けることが困難な場合には、当該著作権を利用して作成された資料等

を農研機構が何らかの制限を受けることなく無償で利用することができるよう、

構成員を含む第三者から利用許諾を得るなど適切な措置を講じた上、利用する

再委託先を含む第三者が保有する著作権及びその保有権者を記載したリストを

農研機構に提出すること、あるいは、当該著作権の利用に関する費用の負担を

含む一切の手続きを行うこと。 

（４）受託者は、農研機構が納入成果物を活用するとき及び第三者に二次利用させ

るときは、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないよ

うに措置するものとする。 

（５）受託者は、この契約に基づく作業に関し、構成員を含む第三者と著作権及び

肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争等の原因が専ら農
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研機構の責めに帰すときを除き、受託者自らの責任と負担において一切の処理

を行うものとする。なお、農研機構は係る紛争等の事実を知ったときは、受託

者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じ

るものとする。 

（６）本事業の実施に当たり対象となる経費は、別紙５「対象経費一覧」に掲げる

ものとする。 

（７）受託者のうちの支援チームの構成員は、特段の事情がない限り、農林水産省

と農研機構が組織しているスマート農業推進協議会（設置要領等は

https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/suishin-kyogikai/を参照）に加入して

ください。 

 

https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/suishin-kyogikai/
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別紙５ 

対象経費一覧 

ア．直接経費 

費目･細目 説  明 証拠書類の例 

人件費 本事業に直接従事する者の人件費 

【具体的な支出の例示】 

・人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手

当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 

・特殊機器操作のための技能者の費用 

・他構成員からの出向研究員の経費 

【特記事項】 

１ 構成員によっては、その内部規程により人件費を計上できない場合があ

りますので、自己の内部規程を確認してください。 

２ 法定外で一般的な福利厚生費（時間外手当、食事手当等）は計上できま

せん。 

３ 農研機構では、具体的な単価の設定方法を規定しておりません。給与規

程や賃金台帳に基づき単価を設定してください。なお、各構成員におい

て、実勢に応じた単価を設定している場合には、単価の設定基準を明確に

して下さい。ただし、本事業に必要とする最大能力を大学教授程度と想定

し、上限は大学教授並（１時間当たり８千円、又は、１日当たり６万４千

円）とします。また、人件費以外の経費が含まれる場合には、減額を行い

ます。 

４ 国及び地方公共団体からの交付金等で職員の人件費等を負担している法

人（地方公共団体含む）については、職員の人件費等は認められません。 

５ 在宅勤務を行う人件費の取扱い 機関として在宅勤務実施を決定した場

合、機関の統一的な算出の考え方により、在宅勤務期間の人件費を直接経

費に計上可能とします。在宅勤務実施においては、作業（業務）日誌等に

委託業務内容及び在宅勤務を実施した旨の記載を行い、雇用責任者等が勤

務実態を管理するなど、勤怠管理書類及び在宅勤務 実施にかかる研究機

関の方針を示す書類等の関連書類の保管をお願いします。 

  なお、「自宅待機」「出勤停止」などで当該委託業務を行っている実態

が無い場合は、委託経費には計上出来ません。  

①単価の設定基準 

②作業（業務） 

日誌 

③給与台帳（必要

部分のみ） 

④各構成員の給与

規程（必要部分

のみ） 

謝金 本事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費 

【具体的な支出の例示】 

・講演会等の謝金 

・個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿の執

筆・査読・校正（外国語等）等） 

・データ・資料整理等の役務の提供への謝金 

・通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱） 

・学生等への労務による作業代（各構成員の規程等に定めがある場合に限

る。） 

・協力者への謝金等 

【特記事項】 

１ 謝金の算定については、各構成員の謝金支給規程等によるものとしま

す。 

２ 支援を遂行するために、専門知識の提供、情報収集、セミナーへの参加

等で協力を得た者への謝金（旅行に必要な経費は旅費に計上）を含みま

す。 

３ 各構成員で認められていれば、謝金を金券（QUOカード、図書カード

等）で支払っても構いません。なお余った分については計上しないでくだ

さい。 

４ 源泉徴収を行う必要があるか否かについては、各構成員 のルールに従

ってください。 

①受領書 

②謝金単価の根拠

資料（必要部分

のみ） 
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旅費 構成員に所属し、本事業の推進のために必要な国内への出張に係る経費又は本

事業のために必要な国内からの研究者等の招へい（依頼出張）に係る経費。 

【具体的な支出の例示】 

・本事業を実施する者の国内への出張又は移動に係る経費 

・上記以外の本事業への協力者に支払う、本事業の実施に必要な知識、情

報、意見等の収集のための国内への出張又は移動に係る経費 

・事業推進のための打合せ、会議への出席に必要な出張又は移動に係る経費 

・有料道路等料金、ＥＴＣに係る経費 

【特記事項】 

１ 旅費の算定については、原則として、各構成員の旅費規程等に基づき計

算された交通費（有料道路等の料金を含む）、宿泊費、日当、旅行雑費、

旅費のキャンセル料等とします。予算の効率的な執行を図るため、旅費

は、最も経済的かつ合理的な方法によることとし、宿泊パックを利用した

場合は、用務の内容に照らして宿泊日数が適正か確認するとともに、領収

書や使用したパックチケットのパンフレット等により内容を確認してくだ

さい。必要な証拠書類についても、原則として、各構成員の旅費規程等に

基づき管理してください。 

２ 「旅費のキャンセル料」は、自然災害、政治情勢等の他律的理由等によ

るやむを得ない事情から、各構成員の旅費規程等に基づきキャンセル料が

認められる場合のみ計上可能です。 

３ 「旅行雑費」とは、「空港使用料」、「航空券取扱手数料」等としま

す。 

４ 本事業に係る業務と外部からの依頼に基づく業務を兼ねて出張する場合

は、必ず当該依頼に係る依頼文書及び旅費計算書を取り寄せ、依頼先から

支払われる旅費の内容を十分に確認した上で、業務の実態に応じて各構成

員の旅費規程等に基づき費用を按分するなど適正に経理処理してくださ

い。 

５ 赴帰任の際にかかる経費等については、原則計上できません。 

６ 学生の旅費も支出可能ですが、学生単独の出張は原則として認められま

せん。学生単独の出張について、大学の規程により認められている場合で

あって、担当教員が同行できないやむを得ない理由がある場合には、理由

書等により、その理由を明確にし農研機構の了解を得た上で出張してくだ

さい。 

７ 単に本事業の実施に必要な知識、情報の収集のための出張又は移動に係

る経費は認められません。 

８ 「Go To トラベル事業」及びGo To トラベル事業と同様の趣旨による

「地方自治体独自の事業等（キャンペーン）」の利用は自粛願います。 

①旅費計算書 

②出張報告書等 

③各構成員の旅費

規程（必要部分

のみ） 

消耗品費 本事業の実施に当たり必要な物品で、取得価格が１０万円未満（税込）のもの

又は耐用年数が１年未満のもの 

【特記事項】 

１ 文房具類など汎用性の高い消耗品の購入は、事業の目的 遂行に必要と

認められるものに限り計上可能です。（直接事業に関係がないもの（経理

整理用の事務用品等）は、一般管理費で計上してください。） 

２ 取得価格が１０万円以上（税込）の物品でも、材料、ソフトウエア、書

籍等は消耗品（特殊高額消耗品）となります。 

３ 汎用性の高い消耗品（パソコン、タブレット、スマートフォン、スマー

トウォッチ等）は、原則、認められません。 

見積書、納品書、

請求書 

印刷製本費 本事業に係る資料等の印刷、製本に要した以下の経費 

【具体的な支出の例示】 

・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等の事業に必要な書類作成のための

印刷代等 

【特記事項】 

・手引き書・報告書等の印刷製本代、写真代、図面コピー代等の事業に必要

な書類を作成するために必要な経費を含みます。 

見積書、納品書、

請求書 
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借料及び損料 本事業の実施に当たり直接使用するものをレンタルする経費 

【具体的な支出の例示】 

・物品等の借損（賃借、レンタル）及び使用に係る経費、倉庫料、建物借上

料、構成員内の施設・設備使用料 

・レンタカー代（旅費規程により「旅費」に計上するものを除く。 

①仕様書＋見積

書、納品書、請

求書 

②レンタル（リー

ス）契約書等 

光熱水料 本事業の実施に当たり使用する機械装置等の運転等に要する電気、ガス、水道

等の経費（営農に係るものは除く。） 

【特記事項】 

１ 直接経費では研究の推進に直接必要な経費だけが計上でき、管理事務等

に要する経費は計上できません。 

２ 個別メータによる数値管理を行うなど、明確な算出方法が求められま

す。 

納品書、請求書 

燃料費 本事業の実施に当たり使用する施設等の燃料（灯油、重油等）費（営農に係る

ものは除く。） 

【特記事項】 

１ 事業の推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分できるものに

限ります。 

２ 個別メータによる数値管理を行うなど、明確な算出方法が求められま

す。 

納品書、請求書 

会議費 本事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した以

下の経費 

【具体的な支出の例示】 

・推進会議等の委員会開催費 

・会場借料 

【特記事項】 

１ いわゆる懇親会代・レセプション代・弁当代は計上できません。 

２ 他の会議と合同で行う場合の費用負担には、合理的な算出方法が求めら

れます。 

納品書、請求書 

賃金 本事業に直接従事する補助者等に係る賃金 

【具体的な支出の例示】 

・パート・技術補助員の費用等 

【特記事項】 

１ 農研機構では現状、具体的な単価の設定方法を規定しておりません。実

勢に応じた各構成員の基準単価を設定してください。 

２ 在宅勤務を行う賃金の取扱い 

  機関として在宅勤務実施を決定した場合、機関 の統一的な算出の考え

方により、在宅勤務期間の賃金を直接経費に計上可能とします。在宅勤務

実施においては、作業（業務）日誌等に委託業務内容及び在宅勤務を実施

した旨の記載を行い、雇用責任者 等が勤務実態を管理するなど、勤怠管

理書類及び在宅勤務実施にかかる研究機関の方針を示す書類等の関連書類

の保管をお願いします。なお、「自宅待機」「出勤停止」などで当該委託

業務を行っている実態が無い場合は、委託経費には計上出来ません。 

①単価の設定基準 

②作業（業務）日

誌 

③給与台帳（必要

部分のみ） 

④各構成員の給与

規程（ 必要部

分のみ） 

⑤雇用契約書又は

雇用通知書 



36 

 

雑役務費 本事業に直接必要なデータの分析等の外注に係る経費 

【具体的な支出の例示】 

・事業実施上、必要不可欠なもので、本事業専用で使用している機械装置、

備品等の操作・修理等の業務請負、試験、解析・検査、鑑定等の業務請負 

・通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業者請負）  

等 

・外注分析に要する経費（役務経費、電子計算機使用料、データベース検索

料、プログラム作成費等の外部に役務を発注するために必要な経費。） 

・動画作成費 

・広報費（ウェブサイト・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費 

・保険料（業務・事業に必要なもの） 

・振込手数料（各構成員への委託経費振込手数料は除く） 

・データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライ

センス使用料を含む）、データベース使用料等） 

・薬品・廃材等処理代 

・派遣社員の費用・通信運搬費（電話料、ファクシミリ料、インターネット

使用料、宅配便代、郵便料等） 

見積書、納品書、

請求書 
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イ．一般管理費 

費目･細目 説  明 証拠書類の例 

一般管理費 一般管理費（事務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職

員賃金・旅費等の管理部門の経費）を加えた管理部門の経費、各構成員への委

託経費振込手数料 

【特記事項１】 

一般管理費は直接経費の１０％以内とすること。 

【特記事項２】 

１ 計上に当たっては、使用内訳と算出根拠の整合性が重要となります。 

２ 一般管理費の計上に当たっては、その根拠を明確にしていただく必要が

あります。なかでも光熱水料、燃料費等の負担については、受託機関全体

の使用料に対する本事業に従事する研究者のエフォート率、研究者が本事

業の実施に当たり専有して使用する面積等合理的な按分方法により算出

し、計上してください。なお、これらによりがたい場合は、事業費比率に

よる按分などにより算出し、計上してください。 

３ 算出根拠については、農研機構あるいは、代表機関からの問い合わせの

際に、必要に応じて提出いただく場合があります。 

４ 事業費の執行が、当初予定していた予算額を下回った場合には、一般管

理費の額も総事業費精算額の１０％以内の額までとなりますのでご注意く

ださい。 

①納品書、請求書 

②支出計算（按分

の積算根拠 

③支払伝票 

④その他支払費目

に対応する証拠

書類 

 
ウ．消費税等相当額 

費目･細目 説  明 証拠書類の例 

消費税等相当

額 

計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引に係る経費の10％、

及び軽減税率取引に係る２％（消費税率の変更があった場合は当該改定後の税

率とします。） 

【特記事項】 

１ 構成員が地方公共団体や免税事業者の場合は発生しません。 

２ 消費税等相当額とは、税抜き額と消費税額を分けて書いていただくため

のものではありません。非課税取引、不課税取引及び免税取引（人件費、

賃金等）の１０％、及び軽減税率取引に係る２％に当たる額を上乗せして

いただくための欄です。これは、委託契約が課税取引であるためです。 

（例） 

 55万円の委託経費を受け取り、税込55万円の『物品』を買った場合、委

託経費の消費税と物品と共に支払った消費税が同じ5万円ですので、消

費税の納税額は0円となり、特に問題は発生しません。 

 しかし、110万円の委託経費を受け取り、110万円の『賃金』(不課税)を

支払った場合、委託経費の消費税は110万円×10/110=10万円になり、そ

の分赤字になります。そのため、110万円の委託経費を受け取り、100万

円の賃金を支払い、10万円を納税、となるようにしています。この10万

円が「消費税等相当額」です。 

３ 消費税率の改定があった場合は、当該改定後の税率とします。 

４ なお、本事業は補助金（不課税）ではありませんので、 農研機構に消

費税を返還する必要はありません。消費税計上額は、税務署への納税の際

の資金にできます。（額の確定は、実績報告後の額の確定後になりま

す。） 

５ インボイス発行事業者以外との課税取引において､仕入税額控除を受け

ることが出来ない消費税相当額については、委託費の上限の範囲内で計上

可能です。 

消費税等相当額計

上の計算資料 

 
 

 


